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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　血管の３次元形状を表した３次元血管画像上で、ユーザから、複数の金属ワイヤーを螺
旋状に編み込んだ動脈瘤治療用のステントの留置開始位置の指定を受け付けて、前記ステ
ントの留置開始位置を特定する留置開始位置特定手段と、
　前記３次元血管画像上で、ユーザからの前記ステントの留置方向の指定を受け付けて、
前記ステントの留置方向を特定する留置方向特定手段と、
　前記ステントの拡張後の直径、前記ステントの拡張後の長さ、前記ステントを構成する
ワイヤーの本数、前記ステントを構成するワイヤーの前記ステント拡張後のピッチ長を前
記ステントの仕様として特定するステント仕様特定手段と、
　前記ステント仕様特定手段によって特定された前記ステントの仕様と、前記留置開始位
置特定手段によって特定された前記留置開始位置から、前記留置方向特定手段によって特
定された前記留置方向の血管の血管径とに基づいて、前記血管径に合わせて拡張するステ
ントの留置後の長さを算出する留置後ステント長算出手段とを備えることを特徴とするス
テントの長さ予測装置。
【請求項２】
　請求項１に記載のステントの長さ予測装置において、
　前記留置開始位置特定手段によって特定された前記ステントの留置開始位置と、前記留
置方向特定手段によって特定された前記ステントの留置方向と、前記留置後ステント長算
出手段によって算出された留置後のステント長とに基づいて、前記３次元血管画像内に、
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前記ステントの留置開始位置を示す情報と留置終了位置を示す情報とを表示する表示手段
をさらに備えることを特徴とするステントの長さ予測装置。
【請求項３】
　請求項１または２に記載のステントの長さ予測装置において、
　前記留置後ステント長算出手段は、前記３次元血管画像上で血管を微小区間に分割し、
各微小区間ごとに前記ステントの留置後の長さを算出し、それらを合計することによって
前記留置後のステント長を算出することを特徴とするステントの長さ予測装置。
【請求項４】
　血管の３次元形状を表した３次元血管画像上で、ユーザから、複数の金属ワイヤーを螺
旋状に編み込んだ動脈瘤治療用のステントの留置開始位置の指定を受け付けて、前記ステ
ントの留置開始位置を特定する留置開始位置特定手順と、
　前記３次元血管画像上で、ユーザからの前記ステントの留置方向の指定を受け付けて、
前記ステントの留置方向を特定する留置方向特定手順と、
　前記ステントの拡張後の直径、前記ステントの拡張後の長さ、前記ステントを構成する
ワイヤーの本数、前記ステントを構成するワイヤーの前記ステント拡張後のピッチ長を前
記ステントの仕様として特定するステント仕様特定手順と、
　前記ステント仕様特定手順で特定した前記ステントの仕様と、前記留置開始位置特定手
順で特定した前記留置開始位置から、前記留置方向特定手順で特定した前記留置方向の血
管の血管径とに基づいて、前記血管径に合わせて拡張するステントの留置後の長さを算出
する留置後ステント長算出手順とをコンピュータに実行させるためのステントの長さ予測
プログラム。
【請求項５】
　請求項４に記載のステントの長さ予測プログラムにおいて、
　前記留置開始位置特定手順で特定した前記ステントの留置開始位置と、前記留置方向特
定手順で特定した前記ステントの留置方向と、前記留置後ステント長算出手順で算出した
留置後のステント長とに基づいて、前記３次元血管画像内に、前記ステントの留置開始位
置を示す情報と留置終了位置を示す情報とを表示する表示手順をさらに有することを特徴
とするステントの長さ予測プログラム。
【請求項６】
　請求項４または５に記載のステントの長さ予測プログラムにおいて、
　前記留置後ステント長算出手順は、前記３次元血管画像上で血管を微小区間に分割し、
各微小区間ごとに前記ステントの留置後の長さを算出し、それらを合計することによって
前記留置後のステント長を算出することを特徴とするステントの長さ予測プログラム。
【請求項７】
　留置開始位置特定手段が、血管の３次元形状を表した３次元血管画像上で、ユーザから
、複数の金属ワイヤーを螺旋状に編み込んだ動脈瘤治療用のステントの留置開始位置の指
定を受け付けて、前記ステントの留置開始位置を特定するステップと、
　留置方向特定手段が、前記３次元血管画像上で、ユーザからの前記ステントの留置方向
の指定を受け付けて、前記ステントの留置方向を特定するステップと、
　ステント仕様特定手段が、前記ステントの拡張後の直径、前記ステントの拡張後の長さ
、前記ステントを構成するワイヤーの本数、前記ステントを構成するワイヤーの前記ステ
ント拡張後のピッチ長を前記ステントの仕様として特定するステップと、
　留置後ステント長算出手段が、前記ステント仕様特定手段が特定した前記ステントの仕
様と、前記留置開始位置特定手段が特定した前記留置開始位置から、前記留置方向特定手
段が特定した前記留置方向の血管の血管径とに基づいて、前記血管径に合わせて拡張する
ステントの留置後の長さを算出するステップとで構成されるステントの長さ予測方法。
【請求項８】
　請求項７に記載のステントの長さ予測方法において、
　表示手段が、前記留置開始位置特定手段が特定した前記ステントの留置開始位置と、前
記留置方向特定手段が特定した前記ステントの留置方向と、前記留置後ステント長算出手
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段が算出した留置後のステント長とに基づいて、前記３次元血管画像内に、前記ステント
の留置開始位置を示す情報と留置終了位置を示す情報とを表示するステップをさらに有す
ることを特徴とするステントの長さ予測方法。
【請求項９】
　請求項７または８に記載のステントの長さ予測方法において、
　前記留置後ステント長算出手段は、前記３次元血管画像上で血管を微小区間に分割し、
各微小区間ごとに前記ステントの留置後の長さを算出し、それらを合計することによって
前記留置後のステント長を算出することを特徴とするステントの長さ予測方法。
 

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ステントの長さ予測装置、ステントの長さ予測プログラム、およびステント
の長さ予測方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　次のような画像処理装置が知られている。この画像処理装置では、血管内に留置したス
テントと血管との位置関係を把握することができる（特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１１－４５４４９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　近年、複数の金属ワイヤーを螺旋状に編み込んだステント、例えばフローダイバーター
ステントを用いた脳動脈瘤の治療が行われている。フローダイバーターステントのような
金属ワイヤーを螺旋状に編み込んだステントを用いるに当たっては、ステントがカテーテ
ルから血管内へリリースされる過程で、ステントの長さが短くなるＦｏｒｅｓｈｏｒｔｅ
ｎｉｎｇという現象を考慮して、血管内にステントを留置した場合のステントの長さを予
測して、ステントの留置範囲を決定するのが好ましい。しかしながら、従来の技術では、
患者の血管にステントを留置させた際に、Ｆｏｒｅｓｈｏｒｔｅｎｉｎｇを考慮してステ
ントの長さがどのように変化するかを事前に把握できるようにする技術については、何ら
検討されていなかった。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の第１の態様によると、ステントの長さ予測装置は、血管の３次元形状を表した
３次元血管画像上で、ユーザから、複数の金属ワイヤーを螺旋状に編み込んだ動脈瘤治療
用のステントの留置開始位置の指定を受け付けて、ステントの留置開始位置を特定する留
置開始位置特定手段と、３次元血管画像上で、ユーザからのステントの留置方向の指定を
受け付けて、ステントの留置方向を特定する留置方向特定手段と、ステントの拡張後の直
径、ステントの拡張後の長さ、ステントを構成するワイヤーの本数、ステントを構成する
ワイヤーのステント拡張後のピッチ長をステントの仕様として特定するステント仕様特定
手段と、ステント仕様特定手段によって特定されたステントの仕様と、留置開始位置特定
手段によって特定された留置開始位置から、留置方向特定手段によって特定された留置方
向の血管の血管径とに基づいて、血管径に合わせて拡張するステントの留置後の長さを算
出する留置後ステント長算出手段とを備える。
　本発明の第２の態様によると、第１の態様のステントの長さ予測装置において、留置開
始位置特定手段によって特定されたステントの留置開始位置と、留置方向特定手段によっ
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て特定されたステントの留置方向と、留置後ステント長算出手段によって算出された留置
後のステント長とに基づいて、３次元血管画像内に、ステントの留置開始位置を示す情報
と留置終了位置を示す情報とを表示する表示手段をさらに備える。
　本発明の第３の態様によると、第１または第２の態様のステントの長さ予測装置におい
て、留置後ステント長算出手段は、３次元血管画像上で血管を微小区間に分割し、各微小
区間ごとにステントの留置後の長さを算出し、それらを合計することによって留置後のス
テント長を算出する。
　本発明の第４の態様によると、ステントの長さ予測プログラムは、血管の３次元形状を
表した３次元血管画像上で、ユーザから、複数の金属ワイヤーを螺旋状に編み込んだ動脈
瘤治療用のステントの留置開始位置の指定を受け付けて、ステントの留置開始位置を特定
する留置開始位置特定手順と、３次元血管画像上で、ユーザからのステントの留置方向の
指定を受け付けて、ステントの留置方向を特定する留置方向特定手順と、ステントの拡張
後の直径、ステントの拡張後の長さ、ステントを構成するワイヤーの本数、ステントを構
成するワイヤーのステント拡張後のピッチ長をステントの仕様として特定するステント仕
様特定手順と、ステント仕様特定手順で特定したステントの仕様と、留置開始位置特定手
順で特定した留置開始位置から、留置方向特定手順で特定した留置方向の血管の血管径と
に基づいて、血管径に合わせて拡張するステントの留置後の長さを算出する留置後ステン
ト長算出手順とをコンピュータに実行させる。
　本発明の第５の態様によると、第４の態様のステントの長さ予測プログラムにおいて、
留置開始位置特定手順で特定したステントの留置開始位置と、留置方向特定手順で特定し
たステントの留置方向と、留置後ステント長算出手順で算出した留置後のステント長とに
基づいて、３次元血管画像内に、ステントの留置開始位置を示す情報と留置終了位置を示
す情報とを表示する表示手順をさらに有する。
　本発明の第６の態様によると、第４または第５の態様のステントの長さ予測プログラム
において、留置後ステント長算出手順は、３次元血管画像上で血管を微小区間に分割し、
各微小区間ごとにステントの留置後の長さを算出し、それらを合計することによって留置
後のステント長を算出する。
　本発明の第７の態様によると、ステントの長さ予測方法は、留置開始位置特定手段が、
血管の３次元形状を表した３次元血管画像上で、ユーザから、複数の金属ワイヤーを螺旋
状に編み込んだ動脈瘤治療用のステントの留置開始位置の指定を受け付けて、ステントの
留置開始位置を特定するステップと、留置方向特定手段が、３次元血管画像上で、ユーザ
からのステントの留置方向の指定を受け付けて、ステントの留置方向を特定するステップ
と、ステント仕様特定手段が、ステントの拡張後の直径、ステントの拡張後の長さ、ステ
ントを構成するワイヤーの本数、ステントを構成するワイヤーのステント拡張後のピッチ
長をステントの仕様として特定するステップと、留置後ステント長算出手段が、ステント
仕様特定手段が特定したステントの仕様と、留置開始位置特定手段が特定した留置開始位
置から、留置方向特定手段が特定した留置方向の血管の血管径とに基づいて、血管径に合
わせて拡張するステントの留置後の長さを算出するステップとで構成される。
　本発明の第８の態様によると、第７の態様のステントの長さ予測方法において、表示手
段が、留置開始位置特定手段が特定したステントの留置開始位置と、留置方向特定手段が
特定したステントの留置方向と、留置後ステント長算出手段が算出した留置後のステント
長とに基づいて、３次元血管画像内に、ステントの留置開始位置を示す情報と留置終了位
置を示す情報とを表示するステップをさらに有する。
　本発明の第９の態様によると、第７または第８の態様のステントの長さ予測方法におい
て、留置後ステント長算出手段は、３次元血管画像上で血管を微小区間に分割し、各微小
区間ごとにステントの留置後の長さを算出し、それらを合計することによって留置後のス
テント長を算出する。
 
【発明の効果】
【０００６】
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　本発明によれば、ステントの仕様に基づいて、血管径に合わせ拡張するステントの留置
後の長さを算出することができるので、術者は、患者の血管にステントを留置させた際に
、ステントの長さがどの程度になるかを事前に把握することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】ステントの長さ予測装置１００の一実施の形態の構成を示すブロック図。
【図２】Ｆｏｒｅｓｈｏｒｔｅｎｉｎｇが起こる前後のステント形状を模式的に示した図
。
【図３】ステントの留置開始位置と留置方向の特定方法を模式的に示した図。
【図４】ステントの仕様を定義するための各部の長さを模式的に表した図。
【図５】ステント表面の小隙を模式的に示す図。
【図６】３次元血管画像における血管領域の分割例を模式的に示した図。
【図７】本実施の形態におけるステントの長さ予測装置１００で実行される処理の流れを
示すフローチャート図。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　図１は、本実施の形態におけるステントの長さ予測装置１００の一実施の形態の構成を
示すブロック図である。ステントの長さ予測装置１００としては、例えば、後述するステ
ントの長さ予測処理を実行するためのプログラムがインストールされたサーバ装置やパソ
コン等が用いられる。図１は、ステントの長さ予測装置１００としてパソコンを用いた場
合の一実施の形態の構成を示している。ステントの長さ予測装置１００は、操作部材１０
１と、接続インターフェース１０２と、制御装置１０３と、記録装置１０４と、表示装置
１０５とを備えている。
【０００９】
　操作部材１０１は、ステントの長さ予測装置１００の操作者によって操作される種々の
装置、例えばキーボードやマウスを含む。
【００１０】
　接続インターフェース１０２は、ステントの長さ予測装置１００を他の装置や端末等の
外部機器と接続するためのインターフェースである。例えば、ステントの長さ予測装置１
００は、ＬＡＮやインターネット等の通信回線に接続するためのインターフェースや、外
部の記憶媒体を接続するためのインターフェースが含まれる。
【００１１】
　制御装置１０３は、ＣＰＵ、メモリ、およびその他の周辺回路によって構成され、ステ
ントの長さ予測装置１００の全体を制御する。なお、制御装置１０３を構成するメモリは
、例えばＳＤＲＡＭ等の揮発性のメモリである。このメモリは、ＣＰＵがプログラム実行
時にプログラムを展開するためのワークメモリや、データを一時的に記録するためのバッ
ファメモリとして使用される。例えば、接続インターフェース１０２を介して読み込まれ
たデータは、バッファメモリに一時的に記録される。
【００１２】
　記録装置１０４は、ステントの長さ予測装置１００が蓄える種々のデータや、制御装置
１０３が実行するためのプログラムのデータ等を記録するための記憶媒体である。記録装
置１０４としては、例えばＨＤＤ（Ｈａｒｄ　Ｄｉｓｋ　Ｄｒｉｖｅ）やＳＳＤ（Ｓｏｌ
ｉｄ　Ｓｔａｔｅ　Ｄｒｉｖｅ）等が用いられる。なお、記録装置１０４に記録されるプ
ログラムのデータは、ＣＤ－ＲＯＭやＤＶＤ－ＲＯＭなどの記録媒体に記録されて提供さ
れたり、ネットワークを介して提供される。操作者がプログラムのデータを取得して記録
装置１０４にインストールすることによって、制御装置１０３がプログラムを実行できる
ようになる。
【００１３】
　表示装置１０５は、例えば液晶モニタであって、制御装置１０３から出力される種々の
表示用データが表示される。
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【００１４】
　本実施の形態におけるステントの長さ予測装置１００は、あらかじめ記録装置１０４に
記録されている患者の血管の３次元データ（以下、「３次元血管データ」と呼ぶ）を用い
て、患者の血管内にステントを留置したときのステントの長さを予測するための処理を行
う。本実施の形態では、記録装置１０４には、あらかじめ患者の脳の血管を撮影して得た
３次元血管データが記録されており、脳血管疾患の一つである脳動脈瘤を治療するために
、血管内に、複数の金属ワイヤーを螺旋状に編み込んだステント、例えばフローダイバー
ターステントを留置する場合を想定して、留置後のステントの長さを予測するための処理
について説明する。なお、本実施の形態では、説明の中でステントと表記したものは、フ
ローダイバーターステントのような複数の金属ワイヤーを螺旋状に編み込んだステントを
意味する。
【００１５】
　記録装置１０４に記録される３次元血管データは、患者の診断時に撮影された画像デー
タに基づいて生成されるものとする。３次元血管データの作成方法は特に限定されないが
、例えば、以下のような方法により作成されるものとする。
【００１６】
　一般的に、脳動脈瘤などの血管疾患の診察時には、ＣＴＡ（Ｃｏｍｐｕｔｅｄ　Ｔｏｍ
ｏｇｒａｐｈｙ　Ａｎｇｉｏｇｒａｐｈｙ）、３Ｄ－ＤＳＡ（Ｔｈｒｅｅ－Ｄｉｍｅｎｓ
ｉｏｎａｌ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｓｕｂｔｒａｃｔｉｏｎ　Ａｎｇｉｏｇｒａｐｈｙ）、Ｍ
ＲＡ（Ｍａｇｎｅｔｉｃ　Ｒｅｓｏｎａｎｃｅ　Ａｎｇｉｏｇｒａｐｈｙ）による撮影診
断が行われると，その撮影された画像は、ＤＩＣＯＭ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｉｍａｇｉｎｇ
　ａｎｄ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　ｉｎ　Ｍｅｄｉｃｉｎｅ)規格の画像データと
して保存される。撮影診断に当たっては、撮影対象（例えば頭部）の断面が何層にも渡っ
て撮影されるため、これらの断層画像を重ねることにより、撮影対象の３次元画像データ
を作成することができる。
【００１７】
　本実施の形態では、このように撮影された撮影対象の３次元画像データの中から、血管
形状のみを抽出した３次元血管データが記録装置１０４に記録されている。撮影対象の３
次元画像データから血管形状のみを抽出した３次元血管データを作成する方法としては、
例えば、以下のような方法が考えられる。
【００１８】
　上記の断層画像には撮影対象が物質ごとに異なる濃さで映し出されているため、撮影対
象の３次元画像データから、血管の濃さに対応した画素で構成される領域の画像データを
抽出すれば、血管形状のみを抽出した３次元血管データを作成することができる。撮影対
象の３次元画像データにおける色の濃淡は，各モダリティの撮影原理に基づき、撮影時に
得られた数値の情報で決定される。例えば、ＣＴＡの場合は、Ｘ線の吸収されやすさ、す
なわちＸ線透過率を検出して撮影を行う。Ｘ線透過率は水を０、空気を－１０００とした
ＣＴ値（単位：ＨＵ）で表され、この値の大きさによって色の濃淡が決まる。すなわち、
ＣＴＡで撮影された撮影対象の３次元画像データでは、各画素には、Ｘ線透過率に応じて
概ね－２０４８から＋２０００程度の値が割り振られている。
【００１９】
　例えば、あらかじめ血管の濃さに対応する数値の範囲を設定しておき、この撮影対象の
３次元画像データに対し、画素値が該範囲の下限値以下である画素は白、画素値が該範囲
の上限値以上である画素は黒に変換するように画像処理を行う。これによって、画素値が
血管の濃さに対応する数値の画素は、撮影時の色の濃さが保持され、それ以外の画素は白
と黒に変換された３次元血管画像を生成することができる。生成された３次元血管画像の
データは、３次元血管データとして記録装置１０４に記録される。ここで、血管領域を抽
出するための画素値の閾値は、患者によって個人差があるため、処理実行時に患者に適し
た値が設定されるのが好ましい。
【００２０】
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　本実施の形態では、制御装置１０３は、ユーザからの指示に基づいて、記録装置１０４
から３次元血管データを読み出して表示装置１０５に表示する。これによって、医師など
のステントの長さ予測装置１００のユーザは、患者の３次元血管画像を確認することがで
きる。なお、３次元血管データは患者ごとに記録されており、操作者は、表示させたい患
者を選択して３次元血管画像の表示を指示することができる。
【００２１】
　本実施の形態で想定する、複数の金属ワイヤーを螺旋状に編み込んだステントを用いる
に当たっては、ステントがカテーテルから血管内へリリースされる過程で、ステントの長
さが短くなるＦｏｒｅｓｈｏｒｔｅｎｉｎｇという現象が発生する場合がある。このため
、血管内でのステントの留置範囲は、Ｆｏｒｅｓｈｏｒｔｅｎｉｎｇを考慮して決定する
のが好ましい。本実施の形態では、このようなＦｏｒｅｓｈｏｒｔｅｎｉｎｇを考慮して
、３次元血管画像上で、患者の血管内にステントを留置した場合のステントの長さをシミ
ュレートするための処理について説明する。
【００２２】
　ここで、複数の金属ワイヤーを螺旋状に編み込んだステントにおけるＦｏｒｅｓｈｏｒ
ｔｅｎｉｎｇは公知の現象であるため、詳細な説明は省略する。以下では、複数の金属ワ
イヤーを螺旋状に編み込んだステントを用いた治療において、患部へステントを留置する
ための流れや、ステントの留置過程でのＦｏｒｅｓｈｏｒｔｅｎｉｎｇが発生する可能性
があるタイミングについて説明する。
【００２３】
　フローダイバーターステントなどを用いた脳動脈瘤の治療では、ステントを動脈瘤が存
在する患部の血管に留置させることにより、動脈瘤内への血流を抑制して血栓化させ、ス
テントの表面にない皮膜を形成させることで血管を再建する。このためには、患者の脳血
管の患部へステントを留置させる必要がある。
【００２４】
　まず、術者は、患者の足の付け根から血管内を通して、ガイドワイヤーを患部である脳
動脈瘤の末梢側（下流側）まで挿入する。ガイドワイヤーは、カテーテルの内部を伝わっ
ている構造となっており、先に挿入したガイドワイヤーを伝ってカテーテルを瘤の末梢側
（下流側）まで挿入する。その後、ガイドワイヤーは引き抜かれる。次に、術者は、カテ
ーテルの中を伝って、デリバリーワイヤーを瘤の末梢側（下流側）へ挿入する。デリバリ
ーワイヤーの内部には、ディスタルコイルによってステントの片端が固定されている。
【００２５】
　術者は、デリバリーワイヤーの位置を調整して、カテーテルをある程度引き抜く。この
とき、カテーテルをどの程度引き抜くかは術者の判断による。カテーテルを引き抜くこと
により、ディスタルコイルによってデリバリーワイヤーに固定されているステントは、カ
テーテル内から血管内にリリースされ、ステントのリリースされた部分は開き始める。そ
の後、術者は、ディスタルコイルの固定を外して、ステントが完全に血管内にリリースさ
れるまで、カテーテルを引き抜く。これによって、ステントは血管内で拡張して血管内に
留置される。
【００２６】
　術者は、カテーテルを再度、瘤の末梢側（下流側）まで挿入し、デリバリーワイヤーを
カテーテル内に収納して、デリバリーワイヤーとカテーテルを血管から引き抜く。これに
よって、患部にステントを留置するための作業は完了する。
【００２７】
　上記の流れの中で、術者がディスタルコイルの固定を外したタイミングでステントの片
端が開くため、Ｆｏｒｅｓｈｏｒｔｅｎｉｎｇが起こり始める。そして、Ｆｏｒｅｓｈｏ
ｒｔｅｎｉｎｇは、ステント全体が血管内にリリースされて留置されるまで継続する。
【００２８】
　図２は、Ｆｏｒｅｓｈｏｒｔｅｎｉｎｇが起こる前後のステント形状を模式的に示した
図である。図２（ａ）は、Ｆｏｒｅｓｈｏｒｔｅｎｉｎｇが起こる前のステント形状を表
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しており、図２（ｂ）は、Ｆｏｒｅｓｈｏｒｔｅｎｉｎｇが起こった後のステント形状を
表している。図２に示すように、ステントが患者の血管内に留置され、患者の血管径に合
わせて拡張すると、ステントの径が大きくなるとともに、Ｆｏｒｅｓｈｏｒｔｅｎｉｎｇ
によって長さが短くなる。
【００２９】
　以下、Ｆｏｒｅｓｈｏｒｔｅｎｉｎｇを考慮して、血管内に留置されたステント長さを
予測するとともに、３次元血管画像上でステントの留置開始位置と留置終了位置をシミュ
レートするための処理について説明する。
【００３０】
　制御装置１０３は、表示装置１０５に表示した３次元血管画像上で、ステントの長さ予
測装置１００の操作者であるユーザ、例えば術者からのステントの留置開始位置と留置方
向の指定を受け付ける。ユーザは、例えばマウスを操作して、３次元血管画像上で血管内
の留置開始位置に対応する点をクリックし、次に、留置開始位置からステントの留置方向
に位置する点をクリックすることによってステントの留置開始位置と留置方向を指定する
ことができる。制御装置１０３は、ユーザによって最初にクリックされた第一点をステン
トの留置開始位置として特定し、第一点からユーザによって２番目にクリックされた第二
点に向けた方向をステントの留置方向として特定することができる。
【００３１】
　図３は、ステントの留置開始位置と留置方向の特定方法を模式的に示した図である。例
えば、ユーザが血管３ａ上の点３ｂをクリックしてから点３ｃをクリックした場合には、
制御装置１０３は、点３ｂを留置開始位置として特定し、点３ｂから点３ｃに向かう方向
、すなわち左方向を留置方向として特定する。また、ユーザは、血管３ａ上の点３ｂをク
リックしてから点３ｄをクリックした場合には、制御装置１０３は、点３ｂを留置開始位
置として特定し、点３ｂから点３ｄに向かう方向すなわち右方向を留置方向として特定す
る。制御装置１０３は、特定したステントの留置開始位置と留置方向のそれぞれを特定す
るための情報をバッファメモリに記録する。
【００３２】
　制御装置１０３は、治療に用いられるステントの仕様を特定する。本実施の形態におけ
る処理で必要となるステントの仕様は、ステントが拡張したときの直径Ｄ０、ステントが
拡張したときの長さＬ０、ステントを構成するワイヤーの本数Ｎ、ステントを構成するワ
イヤーのステントが拡張したときのピッチ長ｐ０となり、制御装置１０３は、これらの値
をステントの仕様として特定する。ステントを構成するワイヤーの本数Ｎは、例えばＮ＝
４８となる。本実施の形態では、ステントの仕様は、あらかじめ記録装置１０４に登録し
ておいて制御装置１０３はこれを読み出して特定してもよいし、ユーザによる入力を受け
付けて特定してもよい。
【００３３】
　図４は、ステントの仕様を定義するために、ステントの直径Ｄ、ステントの長さＬ、ス
テントを構成するワイヤーのピッチ長ｐを模式的に表した図である。また、本実施の形態
では必要としないが、ｄはステントを構成するワイヤーの直径を表している。
【００３４】
　上記の仕様における「ステントが拡張したとき」の各値Ｄ０、Ｌ０、ｐ０は、ステント
の周囲に何もなく、ステントに外圧がかかっていない状態で拡張したときの仕様上の値を
意味している。このため、仕様として特定されるＤ０、Ｌ０、ｐ０と、実際に血管内に留
置された場合のＤ、Ｌ、ｐとは値が異なる。
【００３５】
　すなわち、仕様によれば、ステントが拡張したときの長さはＬ０であり、ワイヤーのピ
ッチ長はｐ０であるが、これは、ステントが全長にわたって仕様上の直径Ｄ０となるよう
に拡張した場合の長さである。これに対して、血管内に留置されたステントは、患者の血
管径に合わせて拡張するため、全長にわたって仕様上の直径Ｄ０となるように拡張する可
能性は低く、この場合は、血管内でステントが拡張したときの長さＬはＬ０とは異なる値
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になり、ｐはｐ０とは異なる値になる。
【００３６】
　本実施の形態では、この点も加味して、血管内に留置後のステントの長さを、患者の血
管の血管径に応じて予測して、ステントの留置開始位置と留置終了位置をシミュレートす
るための方法について説明する。
【００３７】
　ここでは、ステントの仕様に基づいて患者の血管径に応じた拡張後の長さを求める方法
について説明する。ステントの患者の血管径に応じた拡張後の長さは、後述する式（５）
を用いて算出が可能であるが、まずは、式（５）を導き出すための演算について説明する
。
【００３８】
　図５（ａ）に示すステントの表面の一部分を模式的に示すと図５（ｂ）のようになる。
図５（ｂ）における１つの小隙５ａについてみると、図５（ｃ）に示すように、ステント
の仕様に基づいて幾何学的に次式（１）の関係式が成り立つ。

【数１】

　なお、式（１）において、Ａ＝πＤ／（Ｎ／２）＝２πＤ／Ｎである。
【００３９】
　式（１）において、図２に示したようにステントの横方向の長さが変化しても、Ｃは不
変のため、次式（２）の関係式が成り立つ。

【数２】

【００４０】
　さらに、図２に示したようにステントの横方向の長さが変化してもワイヤーがステント
を周る数は不変なので、次式（３）の関係式が成り立つ。なお、図２では、ワイヤー２ａ
は、図２（ａ）、図２（ｂ）のいずれにおいてもステントを半周していることがわかる。
【数３】

【００４１】
　式（２）を式（３）に代入すると次式（４）となり、この式（４）を用いた演算により
、患者の血管内でステントが直径Ｄとなるように開いた場合の長さＬを算出することがで
きる。すなわち、次式（４）によれば、患者の血管径が全長にわたってＤである場合の、
拡張後のステントの長さＬを算出することができる。

【数４】
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【００４２】
　上述したように、血管内に留置されたステントは、血管径に合わせて拡張するため、全
長にわたって同じ直径Ｄで開く可能性は低い。このため、本実施の形態では、この点も加
味してより精度の高く留置後のステントの長さを求める方法について説明する。
【００４３】
　本実施の形態では、制御装置１０３は、図６に示すように、３次元血管画像上の血管領
域６ａを留置開始位置６ｂから長さＬ０までの区間を微小区間にｎ分割して、ｎ個の微小
区間を得る。制御装置１０３は、各微小区間における血管径の平均値ｄＤｉ（ｉは１～ｎ
の整数）を用いて、次式（５）により、ｉ番目の微小区間における留置後のステントの長
さｄＬｉ（ｉは１～ｎの整数）を算出する。
【数５】

【００４４】
　制御装置１０３は、式（５）により算出したｄＬ１からｄＬｎの値を合計することによ
って、留置後のステントの長さＬＳを算出する。式（５）における分割数ｎはあらかじめ
設定されており、この値は特に限定されないが、ｎを大きくして分割数を多くした方が、
留置後のステントの長さＬＳの算出精度は向上する。
【００４５】
　なお、図６では、血管６ａを模式化して表しているため、血管は直線的かつ全長にわた
って同じ径となるように図示されているが、実際には、３次元血管画像上の血管を対象に
微小区間の分割を行うため、血管の形状は様々であり、血管径も場所によって異なる。こ
のため、各区間において算出される血管径の平均値ｄＤｉは、区間ごとに異なる。また、
各微小区間における血管径の平均値ｄＤｉの算出方法は特に限定されないが、制御装置１
０３は、例えば、上述した白黒濃淡で色づけされた３次元血管画像から、画素値が血管領
域を抽出するための閾値の範囲内にある領域を３次元血管領域として抽出し、微小区間内
の複数個所で３次元血管領域の径を特定し、それらを平均するなどすればよい。
【００４６】
　制御装置１０３は、指定されている留置開始位置、留置方向、及び算出した留置後のス
テントの長さＬＳに基づいて、３次元血管画像上にステントの留置範囲を特定するための
情報を表示する。例えば、制御装置１０３は、３次元血管画像の血管上において、留置開
始位置に留置開始位置を示すマークを表示し、留置開始位置から留置方向に長さＬＳだけ
移動した位置に、留置終了位置を示すマークを表示する。これによって、ユーザは、３次
元血管画像上で留置開始位置と留置終了位置を視認することができるため、事前にステン
トの留置範囲を把握することができる。
【００４７】
　なお、留置開始位置から留置方向に長さＬＳだけ移動した位置を特定する方法は特に限
定されないが、例えば、制御装置１０３は、次のように特定すればよい。制御装置１０３
は、上述した３次元血管領域内の内部、すなわち血管内腔をボクセルで詰めたボクセルデ
ータを作成し、ボクセルデータを外側から削っていき，残った中心部分のボクセルを結ぶ
ことによって血管の中心線を作成する。そして、制御装置１０３は、血管の中心線上で、
留置開始位置から留置方向に長さＬＳの位置を留置開始位置として特定すればよい。
【００４８】
　図７は、本実施の形態におけるステントの長さ予測装置１００で実行される処理の流れ
を示すフローチャートである。図７に示す処理は、ステントの長さ予測装置１００の操作
者によってプログラムの実行が指示されると起動するプログラムとして、制御装置１０３
によって実行される。なお、図７に示す処理においては、あらかじめ患者の患部を撮影し
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た画像に基づいて生成された３次元血管データが記録装置１０４に記録されているものと
する。
【００４９】
　ステップＳ１０において、制御装置１０３は、記録装置１０４から３次元血管データを
読み出して、表示装置１０５に表示する。その後、ステップＳ２０へ進む。
【００５０】
　ステップＳ２０では、制御装置１０３は、上述したように、ユーザによる操作を検出し
て、３次元血管画像上で血管内におけるステントの留置開始位置と留置方向を特定する。
その後、ステップＳ３０へ進む。
【００５１】
　ステップＳ３０では、制御装置１０３は、上述したように、ステントが拡張したときの
直径Ｄ０、ステントの拡張したときの長さＬ０、ステントを構成するワイヤーの本数Ｎ、
ステントを構成するワイヤーのステントが拡張したときのピッチ長ｐ０をステントの仕様
として特定する。その後、ステップＳ４０へ進む。
【００５２】
　ステップＳ４０では、制御装置１０３は、上述したように、式（５）を用いて微小区間
ごとに留置後のステントの長さＬを算出した後、それらを合計して留置後のステントの長
さＬＳを算出する。その後、ステップＳ５０へ進む。
【００５３】
　ステップＳ５０では、制御装置１０３は、上述したように、留置開始位置、留置方向、
及び算出した留置後のステントの長さＬＳに基づいて、３次元血管画像上にステントの留
置範囲を特定するための情報を表示する。その後、処理を終了する。
【００５４】
　以上説明した本実施の形態によれば、以下のような作用効果を得ることができる。
（１）制御装置１０３は、血管の３次元形状を表した３次元血管画像上で、ユーザから、
複数の金属ワイヤーを螺旋状に編み込んだ動脈瘤治療用のステントの留置開始位置の指定
を受け付けて、ステントの留置開始位置を特定する。制御装置１０３は、３次元血管画像
上で、ユーザからのステントの留置方向の指定を受け付けて、ステントの留置方向を特定
する。制御装置１０３は、ステントの拡張後の直径Ｄ０、ステントの拡張後の長さＬ０、
ステントを構成するワイヤーの本数Ｎ、ステントを構成するワイヤーのステント拡張後の
ピッチ長ｐ０をステントの仕様として特定する。制御装置１０３は、特定したステントの
仕様と、留置開始位置から留置方向の血管の血管径とに基づいて、血管径に合わせて拡張
するステントの留置後の長さＬＳを算出するようにした。これによって、複数の金属ワイ
ヤーを螺旋状に編み込んだステントにおけるＦｏｒｅｓｈｏｒｔｅｎｉｎｇを考慮して、
患者の血管径に応じて拡張するステントの留置後の長さを予測することができる。
 
【００５５】
（２）制御装置１０３は、ステントの留置開始位置と、ステントの留置方向と、算出した
留置後のステント長ＬＳとに基づいて、３次元血管画像内に、ステントの留置開始位置を
示す情報と留置終了位置を示す情報とを表示するようにした。これによって、ユーザは、
３次元血管画像上でステントの留置範囲の予測結果を確認することができる。
【００５６】
（３）制御装置１０３は、３次元血管画像上で血管を微小区間に分割し、各微小区間ごと
にステントの留置後の長さを算出し、それらを合計することによって留置後のステント長
を算出するようにした。これによって、径が均一でない血管においても、精度高く留置後
のステントの長さを算出することができる。
【００５７】
―変形例―
　なお、上述した実施の形態のステントの長さ予測装置１００は、以下のように変形する
こともできる。
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（１）上述した実施の形態では、制御装置１０３は、４８本（Ｎ＝４８）の金属ワイヤー
を螺旋状に編み込んだフローダイバーターステントを血管内に留置する場合を例に、留置
後のステントの長さを予測する処理について説明した。しかしながら、本発明が適用され
るステントは、複数の金属ワイヤーを螺旋状に編み込んだステントであれば、Ｎ＝４８で
ある場合やフローダイバーターステントである場合に限定されるものではない。
【００５８】
（２）上述した実施の形態では、ステントの長さ予測装置１００として図１に示した構成
のパソコンを用いる例について説明した。しかしながら、ステントの長さ予測装置１００
の構成は、図１に示した構成に限定されず、上述した実施の形態における処理を実行する
ことができる装置であれば、他の構成であってもよい。例えば、ステントの長さ予測装置
１００は、記録装置１０４を備えず、通信回線や有線ケーブルなどを介して接続される外
部ストレージ機器に、種々のデータを記録するようにしてもよい。また、ステントの長さ
予測装置１００は、表示装置１０５を備えず、接続インターフェース１０２を介して接続
された外部モニタに情報を表示するようにしてもよい。
【００５９】
　なお、本発明の特徴的な機能を損なわない限り、本発明は、上述した実施の形態におけ
る構成に何ら限定されない。また、上述の実施の形態と複数の変形例を組み合わせた構成
としてもよい。
【００６０】
　次の優先権基礎出願の開示内容は引用文としてここに組み込まれる。
　日本国特許出願２０１６年第２６７８４号（２０１６年２月１６日出願）
【符号の説明】
【００６１】
１００　ステントの長さ予測装置
１０１　操作部材
１０２　接続インターフェース
１０３　制御装置
１０４　記録装置
１０５　表示装置
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